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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期
第３四半期
累計期間

第16期
第３四半期
累計期間

第15期
第３四半期
会計期間

第16期
第３四半期
会計期間

第15期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 2,803,7553,228,090952,9221,056,1483,974,584

経常利益（千円） 57,192 71,024 42,486 14,359 121,553

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失(△)（千円）
△4,854 103,687 41,914 18,646 56,999

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － 771,275 771,275 771,275

発行済株式総数（株） － － 29,560 29,560 29,560

純資産額（千円） － － 765,294 934,571 828,367

総資産額（千円） － － 1,453,5221,684,6831,612,557

１株当たり純資産額（円） － － 27,121.7633,056.8629,339.40

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△172.04 3,674.661,485.43 660.84 2,020.03

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 3,649.83 － 653.66 －

１株当たり配当額（円） － － － － －

自己資本比率（％） － － 52.7 55.4 51.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△9,196 146,320 － － △22,771

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
45,018 55,921 － － 43,550

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
69,724 △14,782 － － 64,809

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 484,996 652,498 465,038

従業員数（人） － － 172 153 169

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について、第15期第３四半期累計期間は潜在株式は存在す

るものの四半期純損失を計上しているため記載しておりません。また、第15期および第15期第３四半期会計期

間は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 153 (21)

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数

は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。　
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第２【事業の状況】

１【制作、受注及び販売の状況】

　当社は、前事業年度まで事業区分を「インタラクティブ・マーケティング事業」と表記しておりましたが、経営ビジョ

ンを、より明確に表現するべく、第１四半期会計期間より「ネットビジネス支援事業」と表記しております。

 

 (１）制作実績

区分
当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）

ネットビジネス支援事業（千円） 495,061 115.4

合計（千円） 495,061 115.4

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記金額は、製造原価によっております。

　

 (２）広告及び商品の仕入実績

区分
当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）

ネットビジネス支援事業（千円） 412,845 114.1

合計（千円） 412,845 114.1

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記金額は、仕入価格によっております。

　

 (３）受注状況

区分 受注高（千円）  前年同四半期比（％） 受注残高（千円）  前年同四半期比（％）

ネットビジネス支援事業 1,125,665 111.4 362,353 112.1

合計 1,125,665 111.4 362,353 112.1

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記金額は、販売価格によっております。

　

 (４）販売実績

区分
当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）

ネットビジネス支援事業（千円） 1,056,148 110.8

合計（千円） 1,056,148 110.8

（注）１．前第３四半期会計期間及び当第３四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績

の

　　　　　　　 総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

トレンドマイクロ株式会社 134,711 14.1 142,119 13.5

　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

 当第３四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況　

当第３四半期会計期間においてわが国の経済は、経済対策の影響により回復基調が見られるものの、依然として欧

米経済の先行きの不透明感は残り、個人消費や雇用環境などは厳しい状態が続いております。

このような状況の中、当社が属するインターネット業界では全世界で約６億人のユーザーを持つFacebookが市場で

成長を続けており、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の存在感はさらに大きくなっております。さらに、

日本国内でもFacebookの利用者は徐々に増加傾向をたどっており、ソーシャルメディアの普及によってインターネッ

ト業界は新たな展開に移行しつつあります。

そうした中、企業のソーシャルメディアやスマートフォンを活用したマーケティングへの需要は拡大しており、従

来のWebサイトを含めたトリプルメディアマーケティング戦略の実行支援が求められてきております。

　当社は「ソーシャルメディア時代をリードするネットビジネスパートナー」として従来からの強みであるWeb構築、

インターネット・ビジネス運用代行サービスとソーシャルメディア運営ノウハウを組み合わせ、企業へのソーシャル

メディアマーケティング支援に積極的に取り組んでいます。当社が手掛けたFacebook関連の事例としては、日本で

トップを争うファン数を持ちソーシャルメディア活用に積極的な「良品計画」様のファンページの制作・運用支援

や、開設当初から急速なスピードでファン数を伸ばしている「全日本空輸」様のファンページ制作・運用支援などが

ございます。

さらに、サービス強化と致しまして、平成22年７月に資本・業務提携を致しましたデジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム社（以下、DAC社）と共同で、米国Involver社のFacebookファンページ上で利用できるソーシャルアプ

リケーションサービスなどの提供を開始しております。また当社は、DAC社のグループ各社が個別に保有するクリエイ

ティブ機能、プランニング機能などを結集し、より高い次元のソリューションサービスを提供する「FRUITS BEAR（フ

ルーツベア）」の一員として、ソーシャルメディア領域の強化を図っております。

　また、平成22年12月17日に平成23年３月期通期業績予想を売上高4,485百万円（当初予想比5.6％増）、営業利益100

百万円(当初予想比41.3％減)、経常利益で98百万円（当初予想比41.5％減）、当期純利益で125百万円（当初予想比

23.8％減）と修正しております。既存のインターネット・ビジネス運用代行サービスにおいて様々な収益性向上の取

り組みを行っておりますが、一部の大型案件で収益性が低下したなどの影響により、当初の見込みより利益率が下が

る見込みであります。一方、ソーシャルメディアマーケティングへの需要が拡大している中、既存のサービスでの短期

的な営業活動に注力するよりもソーシャルメディア関連サービスの開発・営業を強化することに加え、自社単独で、

または他社と共同でソーシャルメディアを用いた新たなインターネットサービスを積極的に立ち上げていくことで、

来期以降の大幅な業績向上に向けた取り組みに注力してまいります。

　

　以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は1,056百万円（前年同期比10.8％増）、営業利益は14百万円（前年同

期比65.3％減）、経常利益は14百万円（前年同期比66.2％減）、四半期純利益18百万円（前年同期比55.5％減）とな

りました。　

　

(2)財政状態

　（総資産）

　当第３四半期会計期間末の総資産は1,684百万円（前事業年度末比72百万円の増加）となりました。これは主とし

て、現金及び預金が187百万円、仕掛品が33百万円増加し、受取手形及び売掛金が116百万円減少したことによるもので

す。

　（負債）

　当第３四半期会計期間末の負債は750百万円（前事業年度末比34百万円の減少）となりました。これは主として、未

払金及び未払費用が27百万円増加したものの、買掛金が23百万円、賞与引当金が57百万円減少したことによるもので

す。

　（純資産）

　純資産につきましては934百万円（前事業年度末比106百万円の増加）となりました。これは主として、四半期純利益

によるものです。

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、第２四半期会計期間末に比

べ146百万円の増加し、652百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、118百万円（前年同四半期比13百万円増）となりま

した。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益19百万円、売上債権の減少51百万円、仕入債務の増加78百万円によるも

のであり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少37百万円、棚卸資産の増加30百万円によるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において投資活動の結果得られた資金は、57百万円（前年同四半期比23百万円減）となりま

した。これは主に投資有価証券の売却による収入20百万円、事業譲渡による収入38百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、30百万円（前年同四半期比25百万円増）となりま

した。これは主に短期借入金の減少25百万円によるものです。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値および株主共同の利益を最大限

に確保し、より向上させるという最終的な目的を理解しているものでなければならないと考えます。

　したがいまして、特定の者またはグループが当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式を取得するこ

とにより、当社の企業価値または株主の皆様に共通する利益が毀損されるおそれが存在すると考えられる場合

には、かかる特定の者またはグループが当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切である

として、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様に共通する利益

を保全するための相当な措置を講ずることといたします。

　

②基本方針実現のための取組み

（a）基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は平成７年の創業以来、“デジタルマーケティングインテグレーションを通じて豊かなデジタルインフ

ラ社会の創造に大きく貢献する”ことを経営理念とし、「インターネット社会において双方向のマーケティン

グ・テクノロジーにより消費者と企業とのベスト・マッチングを実現するナビゲーターとしての役割を果た

し、消費者起点の社会の創造に貢献する。」というビジョンのもと、インターネットマーケティング関連事業を

軸として企業価値の最大化を目指してまいりました。このような理念の下、当社は従来より顧客企業のマーケ

ティング成果の最大化のために、ウェブインテグレーションやインターネット広告代理サービスを融合し提供

してまいりました。また、今後はより上位の観点で顧客企業のビジネス成果を最大化するために、顧客企業のイ

ンターネット・ビジネス・パートナーとして、ウェブインテグレーションやインターネット広告代理などの

サービスを包括的かつ成果向上型で提供し、顧客企業のインターネットを活用したサービス開発や事業開発を

支援いたします。それを通じて当社自身の収益を拡大し、顧客企業の信頼と満足度を向上させ、企業価値を高め

てまいります。

　

（b）基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

　当社は、平成22年６月28日開催の第15期定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為への対応策

（買収防衛策）」（以下本プランといいます。）の一部改定・継続を決議いたしました。

　本プランは、当社株券等の20％以上を取得しようとする者が従うべき手続きとして、①事前に大規模買付者が

当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大

規模買付行為を開始する、という「大規模買付ルール」を定めています。具体的な手続は次のとおりです。 

（イ）情報提供の要求

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨

の意向表明書をご提出いただきます。

　大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成の

ために必要かつ十分な情報(以下「必要情報」といいます。) を提供していただきます。

　そして、当社は、上記意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき必要情報

のリストを当該大規模買付者に交付します。

（ロ）取締役会による評価等 

　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の

提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または

90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための

期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。したがって、大規模

買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会

は独立の外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会と

しての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関

する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもありま
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す。

（ハ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

　大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は、後記独立委員会の勧告を最大限に尊重しつつ、当社の企業価値および株主共同の利益を

守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとり、

大規模買付行為に対抗する場合があります。

（ニ）独立委員会の設置 

　当社取締役会が上記対応策を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するた

めのチェック機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断

を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役、ならびに社外有識者の

中から選任します。 

　本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.members.co.

jp/）に掲載している平成22年５月26日付ニュースリリースをご覧下さい。 

（c）具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われ

るところのいわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値および株主の皆様に共通の利益に適うものであれ

ば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う提案に応ずるか否かの判断

も、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。

　しかしながら、株式の大規模買付行為においては、その目的等から見て企業価値または株主の皆様の共同利

益に反するもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式

の大規模買付行為について検討することまたは対象会社の取締役会が代替案を提案するための時間と情報

を提供しないもの、大規模買付者の示した条件が対象会社の適正な価値を十分に反映しているとはいえない

もの等、対象会社の企業価値または株主共同の利益に適合しないものも少なくありません。

　当社は、当社株式の適正な価値を株主の皆様や投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めており

ますものの、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当か

どうかを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から

適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを

考える株主の皆様にとっても、大規模買付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、関係会社、顧客および

取引先等のステークホルダーとの関係についての方針を含む、大規模買付者が考える当社の経営に参画した

ときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であります。同様に、

当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株主の皆様にとって

は重要な判断材料となると考えます。 

　これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に、株主の皆様の判断

のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、という結論に至りました。

当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討を

速やかに開始し、独立の外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形成し公表いたしま

す。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様

に対する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意

見を参考にしつつ、大規模買付者の提案と(代替案が提示された場合には)その代替案を検討することが可能

となり、最終的な応否を適切に決定する機会を得られることとなります。結果として、当該プロセスを経るこ

とは、まさに基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益に合致するものであり、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　このようなルールの設定については、裁判所においても「経営支配権を争う敵対的買収者が現れた場合に

おいて、取締役会において、当該敵対的買収者に対し事業計画の提案と検討期間の設定を求め、当該買収者と

協議してその事業計画の検討を行い、取締役会としての意見を表明するとともに、株主に対し代替案を提示

することは、提出を求める資料の内容と検討期間が合理的なものである限り、取締役会にとってその権限を

濫用するものとはいえない」と判示され、その正当性が是認されているところです（東京地方裁判所平成17

年７月29日決定）。 
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  そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が、上記の見解を具体化した一定の合理的なルールに従って行わ

れることが、当社および当社株主全体の利益に合致すると考え、第一の対応策として、大規模買付ルールを設

定することといたしました。

　

(5)研究開発活動　

　当第３四半期会計期間における研究開発活動の金額は、４百万円であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設および除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000

計 100,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,560 29,560
名古屋証券取引所

（セントレックス）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 29,560 29,560 ─  ─

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

　

第９回定時株主総会決議日 平成16年８月26日　　

取締役会決議日 平成17年２月９日　

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数 194個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 194株

新株予約権の行使時の払込金額 45,000円

新株予約権の行使期間
平成18年９月１日～

平成26年７月31日

新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価格及

び資本組入額

発行価格　　　45,000円

資本組入額　　22,500円

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150

百万円以上であることを要する。

(2）新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相

続人がその権利を行使することができる。

(3）次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利

行使はできないものとする。

①　新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監

査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業

員、または当社が業務を委託している会計士もしくは

コンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただ

し、取締役会が認めた場合はこの限りでない。

②　新株予約権の割当てを受けた者が、禁固刑以上の刑

に処せられた場合。

③　新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の第

三者に対する質入れその他の処分をした場合。

④　その他の条件については、株主総会および取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者

との間で締結する新株予約権付与契約に定めるとこ

ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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第10回定時株主総会決議日 平成17年８月26日

　取締役会決議日 平成17年９月１日　

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数 158個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 158株

新株予約権の行使時の払込金額 50,000円

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日～

平成27年７月31日

新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価格及

び資本組入額

発行価格　　　50,000円

資本組入額　　25,000円

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150

百万円以上であることを要する。

(2）新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相

続人がその権利を行使することができる。

(3）次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利

行使はできないものとする。

①　新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監

査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業

員、または当社が業務を委託している会計士もしくは

コンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただ

し、取締役会が認めた場合はこの限りでない。

②　新株予約権の割当てを受けた者が、禁固刑以上の刑

に処せられた場合。

③　新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の第

三者に対する質入れその他の処分をした場合。

④　その他の条件については、株主総会および取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者

との間で締結する新株予約権付与契約に定めるとこ

ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

EDINET提出書類

株式会社メンバーズ(E05153)

四半期報告書

13/28



会社法に基づき発行した新株予約権は、下記のとおりであります。

　会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社が新株予約権を発行する方法により、当社取締役およ

び監査役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつ

き、平成21年６月29日開催の第14回定時株主総会において決議されております。

　それを受け、平成21年12月15日開催の取締役会において、新株予約権の募集事項を決定し、平成22年１月６日に

割り当てをいたしました。

概要は、次のとおりであります。

第14回定時株主総会決議日 平成21年６月29日

　取締役会決議日 平成21年12月15日　

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数 850個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 850株

新株予約権の行使時の払込金額 18,067円

新株予約権の行使期間
平成23年12月16日～

平成26年12月15日

新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価格及

び資本組入額

発行価格　　　18,067円

資本組入額　　9,034円

新株予約権の行使の条件

  ① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権

者」という。）が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続

人のうち１名（以下「権利承継者」という。）に限り、新株

予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相

続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続する

ことはできない。

② 次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権を

喪失し、権利行使はできないものとする。

(a) 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査

役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。

(b) 新株予約権の割当てを受けた者が、禁固以上の刑に処

せられた場合。

(c) 新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の第三

者に対する質入れその他の処分をした場合。

③ その他の条件については、株主総会および取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で

締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものと

する。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも

のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月１日～

　

平成22年12月31日

－ 29,560 － 771,275 － 401,738

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

 

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿により記載しております。 

 

　　　①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
　普通株式　1,343　　　

　
― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式 28,217　

　
28,217 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 29,560 ― ―

総株主の議決権 ― 28,217 ―

　

②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社メンバーズ
東京都品川区西五反

田５－２－４
1,343 ― 1,343 4.54    

計 ― 1,343 ― 1,343 4.54    
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 26,40024,00022,22023,90021,80023,79025,30032,95035,000

最低（円） 16,80017,66018,00018,80019,30019,90022,00023,50029,900

　（注）　最高・最低株価は名古屋証券取引所（セントレックス）におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　退任役員

役名 職名 氏名　 退任年月日

　取締役 ―　 　小林　大三　 　平成22年12月17日　
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について 

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について監査法人アヴァンティアによる四半期レ

ビューを受けております。 

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 652,498 465,038

受取手形及び売掛金 757,409 874,120

仕掛品 ※2
 81,890 48,572

その他 17,833 16,467

貸倒引当金 △37 △61

流動資産合計 1,509,593 1,404,138

固定資産

有形固定資産 ※1
 36,220

※1
 42,151

無形固定資産 3,367 16,629

投資その他の資産 135,501 149,637

固定資産合計 175,089 208,418

資産合計 1,684,683 1,612,557

負債の部

流動負債

買掛金 428,049 451,397

1年内返済予定の長期借入金 16,008 16,008

未払金及び未払費用 164,878 137,085

未払法人税等 3,793 5,352

賞与引当金 13,188 70,906

受注損失引当金 ※2
 15,562 －

その他 58,962 28,024

流動負債合計 700,443 708,775

固定負債

長期借入金 38,646 50,652

リース資産減損勘定 4,765 15,640

その他 6,256 9,122

固定負債合計 49,667 75,414

負債合計 750,111 784,189

純資産の部

株主資本

資本金 771,275 771,275

資本剰余金 401,738 401,738

利益剰余金 △196,056 △299,744

自己株式 △45,415 △45,415

株主資本合計 931,541 827,853

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,224 16

評価・換算差額等合計 1,224 16

新株予約権 1,806 497

純資産合計 934,571 828,367

負債純資産合計 1,684,683 1,612,557
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 2,803,755 3,228,090

売上原価 2,334,660 2,694,316

売上総利益 469,095 533,773

販売費及び一般管理費 ※
 410,674

※
 461,696

営業利益 58,420 72,077

営業外収益

受取利息 83 104

受取配当金 96 192

受取手数料 － 290

受取保険金 401 －

その他 5 97

営業外収益合計 586 684

営業外費用

支払利息 1,008 1,528

過年度消費税等 423 －

その他 382 208

営業外費用合計 1,814 1,736

経常利益 57,192 71,024

特別利益

投資有価証券売却益 － 4,856

事業譲渡益 － 28,942

貸倒引当金戻入額 1,467 23

特別利益合計 1,467 33,822

特別損失

固定資産除却損 26,413 －

本社移転損失 28,544 －

特別退職金 6,840 －

特別損失合計 61,797 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △3,136 104,847

法人税、住民税及び事業税 1,717 1,717

法人税等還付税額 － △558

法人税等合計 1,717 1,159

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,854 103,687
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 952,922 1,056,148

売上原価 789,574 888,385

売上総利益 163,348 167,763

販売費及び一般管理費 ※
 120,598

※
 152,925

営業利益 42,749 14,837

営業外収益

受取保険金 280 －

受取手数料 － 42

営業外収益合計 280 42

営業外費用

支払利息 461 473

その他 82 48

営業外費用合計 544 521

経常利益 42,486 14,359

特別利益

投資有価証券売却益 － 4,856

貸倒引当金戻入額 0 4

特別利益合計 0 4,860

税引前四半期純利益 42,486 19,219

法人税、住民税及び事業税 572 572

法人税等合計 572 572

四半期純利益 41,914 18,646
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△3,136 104,847

減価償却費 10,866 11,922

株式報酬費用 － 1,308

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） △31,088 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 15,562

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,467 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,847 △57,718

受取利息及び受取配当金 △180 △296

支払利息 1,008 1,528

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,856

事業譲渡損益（△は益） － △28,942

固定資産除却損 26,413 －

特別退職金 6,840 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,471 129,757

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,454 △33,317

その他の流動資産の増減額（△は増加） 29,778 △1,378

仕入債務の増減額（△は減少） △51,394 △23,348

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,458 33,769

小計 3,258 148,814

利息及び配当金の受取額 180 296

利息の支払額 △2,636 △1,249

特別退職金の支払額 △6,840 －

法人税等の支払額 △3,159 △2,099

法人税等の還付額 － 558

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,196 146,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △28,528 △2,012

無形固定資産の取得による支出 △2,500 －

投資有価証券の取得による支出 △921 △922

投資有価証券の売却による収入 － 20,856

事業譲渡による収入 － 38,000

その他の支出 △34,622 －

その他の収入 111,591 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 45,018 55,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △9,338 △12,006

リース債務の返済による支出 △937 △2,776

財務活動によるキャッシュ・フロー 69,724 △14,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,546 187,459

現金及び現金同等物の期首残高 379,450 465,038

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 484,996

※
 652,498
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　なお、これにより、損益に与える影響はありません。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、37,090千円であ

ります。

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、29,831千円であ

ります。

　

※２　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。

　　損失の発生が見込まれる受注契約に係るたな卸資産の

うち、受注損失引当金に対応する額は59,614千円であ

ります。
　

　――――――――

　

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 192,730 千円

賞与引当金繰入額 6,991  

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 188,435 千円

賞与引当金繰入額 4,945  

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 57,115 千円

賞与引当金繰入額 1,018 　

　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 59,590 千円

賞与引当金繰入額 △14,907 　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 484,996千円

現金及び現金同等物 484,996

　

現金及び預金勘定 652,498千円

現金及び現金同等物 652,498
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年

12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　29,560株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 1,343株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　　　　　　1,806千円

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（金融商品関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

　該当事項はありません。

　

（有価証券関係）

　当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

　　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

　　当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　前第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）及び前第３四半期会計期間（自　平成21年

10月１日　至　平成21年12月31日）

　　該当事項はありません。　

　当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び当第３四半期会計期間（自　平成22年

10月１日　至　平成22年12月31日）

　　該当事項はありません。　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日)

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当第３四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）及び当第３四半期会計期間（自平成　22

年10月１日　至平成22年12月31日）

　当社は、ネットビジネス支援事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（追加情報）

　第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 33,056.86円 １株当たり純資産額 29,339.40円

２．１株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 172.04円 １株当たり四半期純利益金額 3,674.66円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額
3,649.83円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額
　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）(千円） △4,854 103,687

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△4,854 103,687

期中平均株式数（株） 28,217 28,217

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株）　 － 192

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －
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前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 1,485.43円 １株当たり四半期純利益金額 660.84円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額
653.66円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益(千円） 41,914 18,646

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 41,914 18,646

期中平均株式数（株） 28,217 28,217

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － 310

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

株式会社メンバーズ

取締役会　御中

監査法人アヴァンティア

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小笠原　直　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 戸城　秀樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メンバーズ

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第15期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メンバーズの平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書作成会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月10日

株式会社メンバーズ

取締役会　御中

監査法人アヴァンティア

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小笠原　直　　印

 業務執行社員  公認会計士 戸城　秀樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メンバーズ

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第16期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メンバーズの平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書作成会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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